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公益財団法⼈乃村⽂化財団 

 助成費⽬ 
 
 当財団における研究助成及び教育普及活動助成の留意事項、費⽬は以下のとおりです。 
 

Ⅰ．助成費⽤の留意事項 
１． 助成対象外費⽤について 

次の費⽤は助成対象外とする 
① 当財団が定めた助成⾦の⽀出期間外に⽀出した費⽤ 
② 助成⾦の管理を所属機関に委任する場合の間接経費、事務経費、管理費 
③ 資産となりうる単価１０万円以上（税別）の資料・備品・設備等の購⼊費 
④ 領収書を⼊⼿できない費⽤（移動区間の⽚道運賃が 2,000 円以下の近距離交通費

で領収書がない場合は、別途、費⽤の根拠となる資料を⽤意すること。） 
⑤ 飲⾷代 
⑥ ⽇当 
⑦ 学会の年会費、懇親会参加費 
⑧ 研究成果の発表を⽬的としない学会、会議への参加費、展覧会観覧に要する費⽤ 
⑨ 研究代表者及び共同研究者、アルバイトの⼈件費 
⑩ 有識者の招へいに伴う謝礼 
⑪ 経理事務等を⾏う者、常勤職員、秘書等の労務費（給料や社会保険料） 
⑫ 当助成⾦の使途が他から調達した研究費の使途と区別することが困難な費⽤ 
⑬ その他当財団が助成対象外と判断した費⽤ 

２． 成果発表の実施について 
研究室が学会等にて成果発表する場合は、参加⼜は登録する予定の学会名、開催予定地
を「スケジュール管理表」に明記して⽀出計画をたてること。 

３． 教育普及活動の準備及び実施について 
学会、博物館が教育普及活動を⾏う場合、実施予定の学会テーマまたは展覧会名、普及事
業名および開催予定地、開催時期を「スケジュール管理表」に明記して⽀出計画をたてること。 

４． その他費⽤について 
費⽬⼀覧に該当しない場合は、原則対象外とする。 
疑義がある場合は、当財団にメールにて、使途を明確にした上、問い合わせること。 
 
 
 



 

助成費⽬⼀覧 
費⽬ 備考 

旅費・交通費 調査・研究、教育普及活動のための旅費。会計報告の際に、領収書
を添付すること。 
【例】公共交通機関（座席指定、急⾏・特急料⾦含む電⾞・バス）
の運賃、国内航空運賃（エコノミー料⾦に限る）、国内宿泊費 など 

印刷費 研究発表、学会、展⽰等の活動の場で必要とする印刷費。会計報告
の際に、領収書を添付すること。 
【例】結果報告のための印刷費、レジュメのコピー代、展覧会等教育
普及活動の PR ポスター・チラシ・展覧会図録の製作費など 

事務費 会計報告の際に、領収書を添付すること。当財団への提出物送料は
対象外。 
【例】研究活動、教育普及活動に必要な郵便料等通信費、運搬費、
会場費 など 

図書費・調査費 研究および教育普及活動のために必要な調査費⽤。会計報告の際
に、領収書を添付すること。 
【例】単価１０万円未満（税別）の図書購⼊費、有料データベース
使⽤料、図書館資料複写費 など 

備品費・設備費 単価１０万円未満（税別）の備品・設備の費⽤。会計報告の際
に、領収書を添付すること。 
【例】展⽰⽤モニターなど 
※但し、購⼊⾦額に関わらず給付先責任者のもと備品登録し、管理表（様式な
し）を提出していただきます。また、備品・設備品には、当財団助成⾦によることが
わかるよう明記し管理してください。 

その他雑費 上記各費⽬に該当しないが、研究遂⾏に必要な費⽤。研究や教育普
及活動に必要な消耗品、参加費など。留意事項を確認のうえ判断す
ること。会計報告の際に、領収書を添付すること。 
【例】SD カード、DVD 等の記録媒体、ワークショップ等で使⽤する材
料費、成果発表のための学会参加費、翻訳料、学術誌への論⽂投
稿料 など 

 


